
障害のある児童生徒の就学について

学齢簿の作成

都道府県教委へ 保護者へ

市町村教委
市町村教委

盲・聾・養護学校
への就学を適当
とする通知

　市町村教委

盲・聾・養護学
校への入学期
日及び学校指
定の通知

都道府県教委

保護者へ

小・中学校へ
の入学期日及
び学校指定の
通知

市町村教委

盲
・
聾
・養
護
学
校

小
・中
学
校

時
期

10月1日 10月31日まで

　　（5月前）

11月30日までを原則とし，

12月31日までの間に実施

することが可能となっている

12月31日まで

（3月前）

1月31日まで

（2月前）

小・学校において
適切な教育を受け
ることができる特
別の事情があると
認められる場合　　
（認定就学制度）

市町村教委

就学基準に該当（※）

就学基準に非該当（※）

・就学時の健康診断

・専門家からの意見聴取
（就学指導委員会におけ
る審議を含む）

盲・聾・養護学校

=======就学先=======

小・中学校

特殊学級

通級による指導

通常の学級

（※）　就学基準とは、学校教育法施行令第２２条の３に定める心身の故障の程度を指す。
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